
指名停止措置業者名及び住
所

指名停止の期間
つくば市入札参加
指名停止措置要綱

該当条項等
 事実概要

つくば建築設計事務所株式会
社 令和６年（2024年）４月15日から

代表取締役　鯉沼　英子 令和６年（2024年）８月14日まで

茨城県龍ケ崎市川原代町字小
屋1059－１

（４か月間）

株式会社建築設計室匠工房 令和６年（2024年）４月15日から

代表取締役　小林　明江 令和６年（2024年）８月14日まで

茨城県つくば市花園３番地３ （４か月間）

つくば市入札参加指名停止等措置要綱の規定に基づき、下記業者に対し指名停止を行います。

指名停止措置の概要

「つくば市入札参加指
名停止等措置要綱」
第２条第１項別表第１
第３項「契約違反」第
１号ア

つくば建築設計事務所（株）
及び（株）建築設計室匠工房
は、特定業務共同企業体の
構成員として、つくば市発注
の「５つくばメモリアルホール
改修設計業務委託」におい
て、定められた履行期限まで
に業務を完了することができ
なかった。


